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令 和 ７ 年 度 税 制 改 正 要 望 事 項 （ 新 設 ・ 拡 充 ・ 延 長 ） 

（金融庁総合政策局総合政策課） 

項 目 名 預貯金口座付番制度におけるマイナンバーの告知等に係る所要の措置 

税 目 所得税等 

要

望

の

内

容 

 
新たな預貯金口座付番制度（注）に基づき付番された個人番号について、税法

上の告知等の要件を満たすよう所要の措置を講じること。 

また、同制度に基づき金融機関が取得した最新の氏名等について、税法上の

告知等の要件を満たすよう所要の措置を講じること。 

 
（注）「預貯金者の意思に基づく個人番号の利用による預貯金口座の管理等に関する法律（令
和３年法律第 39号）」（以下、「口座管理法」という。）に基づく制度。 

 

 平年度の減収見込額  ―  百万円 

(制度自体の減収額) (  ― 百万円) 

(改 正 増 減 収 額) (  ― 百万円) 
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新

設

・

拡

充

又

は

延

長

を

必

要

と

す

る

理

由 

⑴ 政策目的 
新たな預貯金口座付番制度に基づき付番された個人番号について、税法上の

告知等の要件を満たすよう所要の措置を講じること等により、当該制度を円滑

に実施すること。 

 

⑵ 施策の必要性 
現行、一定の税法上の手続において、預貯金者は金融機関に個人番号や氏

名、住所等を告知し、金融機関は当該告知があった場合には、本人確認を行

い、本人確認をした旨を記載又は記録した帳簿書類を保存しなければならない

こととされている。 

新たな預貯金口座付番制度により、2024 年度末頃に預貯金者は１つの金融機

関又はマイナポータルから預金保険機構を介して一度に複数の金融機関の口座

へ付番することが可能になるが、かかる場合には預貯金者が金融機関に直接個

人番号を告知していないため、税法上の告知等の要件を満たさず、改めて告知

等の必要が生じる。 

また、金融機関は、新たな預貯金口座付番制度により預貯金者の最新の氏名

等について、預金保険機構を介して取得できるが、かかる場合には預貯金者が

金融機関に直接預貯金者の最新の氏名等を告知したものではないため、税法上

の告知等の要件を満たさず、改めて告知等の必要が生じる。 

したがって、新たな預貯金口座付番制度に基づき付番された個人番号につい

て、税法上の告知等の要件を満たすよう所要の措置を講じること等により、国

民に生じうる負担を解消する必要がある。 

 

＜参考＞ 

デジタル社会の実現に向けた重点計画（2024年６月 21日閣議決定）【抜粋】 

第３ 重点施策一覧 
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今

回

の

要

望

（

租

税

特

別

措

置

）

に

関

連

す

る

事

項 

合 

理 

性 

政 策 体 系 

に お け る 

政策目的の

位 置 付 け 

Ⅱ－１ 利用者の利便の向上に適う金融商品・サービスの提供

を実現するための制度・環境整備と金融モニタリングの実施 

政 策 の 

達成目標 

新たな預貯金口座付番制度に基づき付番された個人番号につ

いて、税法上の告知等の要件を満たすよう所要の措置を講じる

こと等により、当該制度を円滑に実施すること。 

 

租税特別措

置の適用又

は延長期間 

 
 ― 
 
 
 

 

同上の期間

中 の 達 成 

目 標 

 政策の達成目標と同じ。 
 
 
 
 

政策目標の

達 成 状 況 

 ― 

有 

効 

性 

要 望 の 

措 置 の 

適用見込み  

 
口座管理法に基づき預貯金口座への個人番号の付番の申出等

を行う預貯金者や同法に基づき個人番号の通知を受ける金融機

関等に適用される見込み。 

 

要望の措置

の効果見込

み(手段とし

ての有効性) 

 

新たな預貯金口座付番制度に基づき付番された個人番号につ

いて、税法上の告知等の要件を満たすよう所要の措置を講じる

こと等により、国民に生じうる負担が解消され、円滑な制度実

施が見込まれる。 
 

相 

当 

性 

当該要望項 

目以外の税

制上の措置 

 
 ― 

予算上の 

措置等の 

要求内容 

及び金額 

 
 ― 
 
 
 

 

上記の予算 

上の措置等 

と要望項目

と の 関 係 

 
 ― 
 
 
 

要望の措置 

の 妥 当 性 

 
新たな預貯金口座付番制度に基づき付番された個人番号につ

いて、税法上の告知等の要件を満たすよう所要の措置を講じる

こと等により、国民に生じうる負担が解消され、当該制度の円

滑な実施に資するため、妥当である。 
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こ
れ
ま
で
の
租
税
特
別
措
置
の
適
用
実
績
と
効
果
に
関
連
す
る
事
項 

租税特別 

措 置 の  

適用実績 

  
 ― 

 

租特透明化

法に基づく

適 用 実 態 

調 査 結 果 

 
 ― 

租税特別措

置の適用に

よ る 効 果 

(手段として 

の有効性) 

 
 ― 
 
 
 

前回要望時 

の達成目標 

 
 ― 
 
 
 
 
 

前回要望時 

からの達成

度及び目標

に達してい

ない場合の

理 由 

 
 ― 

これまでの 

要 望 経 緯 

 
 今年度が初めての要望である。 

 


